
 阿賀野市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年６月２２日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善 

 

阿賀野市規則第２３号 

   阿賀野市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市都市公園条例施行規則（平成１６年阿賀野市規則第１３１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１中 

「 

瓢湖水きん公園野外ス

テージ 

１月５日から１２月２７日

まで 

午前８時から午後９時

まで 

                                      」 

を 

「 

瓢湖水きん公園野外ス

テージ 

１月５日から１２月２７日

まで 

午前８時から午後９時

まで 

道の駅あがの指定管理

施設 

１月１日から１２月３１日

まで 

午前９時から午後６時

まで 

                                     」 

に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

  無料公園施設の使用日及び使用時間 

久保山水禽公園内の全

ての施設 

１月１日から１２月３１日

まで 

終日 

藤堂コミュニティ公園

内の全ての施設 

赤松山森林公園内のキ

ャンプ場テントサイト

を除く全ての施設 

都辺田川親水公園内の

全ての施設 

4.7.4 



緑岡第一公園内の全て

の施設 

京ヶ瀬工業団地記念公

園内の全ての施設 

下里桜づつみ公園内の

全ての施設 

駒林農村公園内の全て

の施設 

ふるさと公園内の全て

の施設 

籠尻川河川公園内の全

ての施設 

分田児童公園内の全て

の施設 

瓢湖水きん公園内の野

外ステージを除く全て

の施設 

道の駅あがの指定管理

施設を除く全ての施設 

 （注） 

  １ 市長が必要と認めるときは、使用日又は使用時間を変更することができる。 

２ 準備又は後片付けの時間は、使用時間に含むものとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


